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要旨 
 

本論文は、銀行を中心とした金融機関における水害リスク管理の現状と課題を整理し、そ

の高度化の方向性及び流域治水への貢献可能性について考察するものである。 

 

近年、気候変動に伴う自然災害の激甚化を背景として、水害リスクは金融安定に影響を及

ぼし得る重要な物理的リスクの一つとして認識されている。TCFD 提言や ISSB 基準の下で

分析と情報開示が進展し、銀行においてもリスク把握の取組が拡大しているが、水害リス

クは独立したリスクではなく、担保毀損や取引先の事業停止等を通じて信用リスクを高め

るリスクドライバーとして位置付けられる。 

 

しかしながら、長期の気候シナリオに基づく分析は、不確実性やデータ制約、モデルの限

界等により、既存の信用リスク管理への統合にはなお課題が残されている。この点を踏ま

え、将来シナリオ分析と切り離し、現在時点のハザード及び暴露に基づく水害リスク分析

を精緻化することが重要である。すなわち、ハザードマップや洪水モデルの進展を活用し、

現在時点のリスク評価を高度化することが、実務的に有効なアプローチである。 

 

また、地理情報の整備及びジオコーディングの進展により、ポートフォリオのリスク暴露

の地理的分布を把握し、リスク集中管理や信用リスクへの変換に活用することの重要性を

示した。こうした分析は、リスク管理の高度化に資するだけでなく、将来の気候リスク評

価改善の基盤としても位置付けられる。 

 

さらに、銀行による水害リスク分析は、信用リスク管理の高度化という私的利益にとどま

らず、取引先の防災投資やリスク対応を促す外部性を有する。この結果、銀行の資金配分

や顧客対応を通じて地域全体の水害リスクが低減され、流域治水の推進や地域レジリエン

スの向上に寄与する可能性がある。 
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はじめに 

 

近年、世界的に自然災害が激化している。2024 年の世界の自然災害による経済損失は

3180 億ドルとされる1。暴風雨と水害が被害額の大きな割合を占めている。日本における経

済損失を見ると、2023 年の水害被害は 7100 億円2とされる。 

 2024 年に、米国ではハリケーン・ヘレンやハリケーン・ミルトン、スペインでは大洪水

が発生し、日本では、2019 年に台風第 19 号が激甚な被害をもたらした。こうした自然災害

のうち保険でカバーされるのは４割にとどまる3が、自然災害に対する大規模な保険金支払

いによって、損害保険は収支が悪化し、日米で料率の設定や算定方式の見直しが行われてい

る。日本では、水害ハザードマップの対象河川拡大や不動産取引時の説明義務化など、水害

リスク情報の内容や提供方法が強化されている。 

 金融セクターにおいても、気候変動は金融安定への脅威になるとの認識が高まり、TCFD

提言を受けて気候リスクの管理と情報開示が進められている。気候リスクとしては、移行リ

スクと物理的リスクが取り上げられている。移行リスクは、低炭素社会への移行に向けた政

策、法規制、技術及び市場の変更がもたらすリスクである。物理的リスクは気候変動に起因

するもので、暴風雨等の事象に起因する急性リスクと長期的な気候パターンシフトによる

慢性リスクに区分されている。主要自然災害である水害のリスクは物理的リスクのうち急

性リスクの分析や開示において代表的に扱われている。一般企業は投資家や取引先に向け

て自社の事業活動と気候リスクを開示するが、金融機関の開示はそれらに加え社会におけ

る資金配分とそこに内在する気候リスクを開示する意味を有しており、国際的な枠組みの

下、金融安定を目的に気候リスクの開示や試行的な気候ストレステストが推進されている。

これらは、金融が一般の産業と異なる立場にあることに起因し、他の産業分野では見られな

い枠組みである。二つの気候リスクのうち、移行リスクは、炭素税や排出規制によるコスト

増や化石燃料消費減少による財やサービスの需要変化による取引先の財務状況の変化を分

析することから、金融機関にとって既存の財務分析や信用リスク分析と親和性が高く、また、

低炭素社会への移行による事業制約や新たなビジネス機会の両面で与信先の将来収益に大

きな影響が想定されることから、金融機関における気候リスク評価において、より重要視さ

れ、先行して取り組まれてきた。近年になり、関心の薄かった水害リスク（物理的リスク）

にも注目が向けられ、移行リスクの後を追って分析と開示が積極的に進められてきた。 

ただし、水害リスクを含めた気候リスクに対する積極的な取組の一方で、既存のリスク管

理体系への統合には多くの課題が残されている状況にある。本稿では、気候関連情報開示の

枠組みに照らしつつ、銀行を中心とする金融機関における水害リスクの開示や管理の取組、

リスクの特徴と今後の方向性について、文献調査により整理する。 

 
1 Swiss Re Institute (2025)  
2 国土交通省水害統計調査。台風による被害が特に大きかった 2019 年には 2 兆 1800 億円であった。 
3 前掲注１ 
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 また、我が国の治水対策は、今後の気候変動を想定し、河川だけでなく流域全体を対象と

する流域治水へと転換している。流域治水は流域の一体的な取組であり、治水当局によるリ

スク対策に加えて、多様な関係者の参画とそのリスク情報が重要となる。銀行セクターは気

候関連情報開示のために分析を行えば、治水当局にはない資産の暴露状況など水害リスク

情報を保有することになり、流域治水における銀行の保有リスク情報の有用性について考

察する。 

 

第 1章 金融における気候リスクへの取組経緯 

1-1. TCFD 提言と情報開示の拡大 

気候変動に関する国際的な取組が進む中、G20 財務大臣・中央銀行総裁会議での議論を

受けて、金融安定理事会（FSB）は、気候関連のリスクと機会の理解に役立つよう、関連す

る財務情報の開示方法を開発するため、2015 年に気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）を設立した。設立に先立つ同年 9 月、金融安定理事会議長（当時）であった Mark 

Carney イングランド銀行総裁（当時）は、「視野の悲劇」演説4を行い、気候変動は物理的

リスク・移行リスク・責任リスクを通じて金融安定を脅かすが、政治やビジネス、金融の意

思決定時間軸を超えるリスクであるため対処されないという問題を訴えた。TCFD は、2017

年、情報開示の枠組みを取りまとめて提言（TCFD 提言）を行った。気候関連のリスクと機

会の情報開示が求められ、リスクに関しては移行リスクと物理的リスクが挙げられている

が、水害リスクは物理的リスクとして扱われる。提言では、気候変動の影響を測定すること

が困難であり、気候関連情報開示が初期段階であることが認識されている。その上で、開示

の普及が拡大すれば、方法論や技術が急速に向上し、それに合わせて投資家や与信元に向け

た開示の質も向上し、最終的には市場によるより適切な気候リスクの価格付けや資本配分

に役立つようになるという期待が示されている。 

TCFD 提言を受けて、企業の賛同表明と自主的な判断により開示が進んだ。環境情報の

開示を推進する国際 NPO である CDP5は、TCFD 提言内容と整合した質問回答方式により

各国主要企業の情報開示状況をスコアリングして結果を公表することで、企業の情報開示

を後押ししている。2025 年には、世界で 22,100 社が CDP に回答書を提出している。2021

年には IFRS 財団が、サステナビリティ報告の枠組み6が複数並立している状況を踏まえ、

財務報告と関連付けつつ報告の枠組みを集約するため国際サステナビリティ基準審議会

（ISSB）を設立した。ISSB は、TCFD 提言を土台として取りまとめられた IFRS サステナ

ビリティ開示基準（ISSB 基準）を 2023 年に公表し、TCFD の役割は ISSB へ移行した。 

CDP 等の任意の取組による開示拡大の動きや ISSB による基準統一を受けて、主要国に

 
4 ロイズオブロンドンで “Breaking the tragedy of the horizon - climate change and financial stability”
と題する講演を行った。 
5 2013 年に Carbon Disclosure Project から CDP に名称変更。 
6 TCFD 提言のほか、国際統合報告フレームワーク、SASB（Sustainability Accounting Standards 
Board）基準、GRI（Global Reporting Initiative）基準等 
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おいて推奨や義務化の動きが見られた。EU では、企業サステナビリティ報告指令（CSRD）

が 2022 年に制定され、情報開示が義務付けられた。日本では、2021 年にコーポレート・

ガバナンスコードが改訂されてプライム市場上場企業に情報開示が求められ、2023 年には

有価証券報告書におけるサステナビリティ開示の記載欄が設けられた。2025 年には ISSB

基準と整合した日本における開示基準として SSBJ 基準が公表された。こうした制度的な

整備を受けて、気候関連情報開示の普及が進み、開示の中で物理的リスクの定量的な評価を

行う企業も拡大した。国土交通省調査によれば、日本のプライム市場の上場企業の 36%が

水害リスクの定量的な評価結果を開示し、銀行業は 85%が、保険業は 71%が定量的な開示

を行っている7。 

  

1-2. 金融機関におけるシナリオ分析 

企業全般において情報開示の拡大が見られたが、金融業界では、Mark Carney 氏の「視

野の悲劇」演説を契機として、気候リスクを金融システムに対する深刻な脅威とする認識が

深まり、国際的な枠組みの下で開示の取組が推進された。同演説や積極的な国際的動向の根

底には、これは単に金融業界の内部問題ではなく、また金融機関の社会的責任を主要な根拠

とするものでもなく8、金融の気候リスクの可視化と資金配分機能を通じて社会全体の気候

リスク対応と金融システムの安定を図る取組である9という認識があると考えられる。気候

変動による物理的リスクの顕在化や、低炭素経済への混乱を伴う移行は、比較的短期間でリ

スクプレミアムの上昇や資産価格の下落を通じて金融システムを不安定化させる可能性が

ある。そのため、金融安定性への影響を警戒し、国際的組織が主導する形で気候リスクへの

対応が取り組まれ、水害に関してもリスクの評価やその枠組みづくりが行われてきた10。自

然災害リスクへの対応は保険セクターが本来的問題として先行して取り組んできたが、近

年は銀行セクターも様々な経路を通じて影響が及び得るリスクであることを認識し、取組

が積極化している。さらに、気候リスクによる金融安定性への脅威という観点で行われる気

候ストレステストについては、銀行セクターが取組の中心となっている。システミックリス

クは、信用仲介の中核でありマクロ経済ショックの伝播経路である銀行セクターにおいて

より危険性が高い問題であると認識されていること、保険セクターは現行保険契約ポート

フォリオを基に保険金支払いの変動を分析するため不確実性の高い気候リスクをモデル分

析において扱いづらい11ことが要因とされる。 

 
7 国土交通省（2024）、EY の 2024 の世界調査では調査企業（51 か国 1400 社）の 20%が財務諸表で気

候リスクの定量評価に言及 
8 Mark Carney 氏は、2019 年の TCFD サミットにおける講演で、英国内の銀行の大多数が気候リスクを

企業の CSR 課題ではなく、金融リスクとして扱い始めていることを示した同国の健全性監督機構

（Prudential Regulation Authority : PRA）の調査報告に言及している。 
9 FSB (2021) 
10 もう一つの気候リスクである移行リスクも併せて分析や枠組みづくりが行われているが、両者を組み合

わせ連動した形での分析はなされず、別々の枠組みにより行われることが一般的である。 
11 分析において付保対象、保険契約条件、再保険等が現状で固定されており、気候変動による水害ハザー

ドの範囲や強度の拡大をリスク分析においてどう扱うかが問題となる。 
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気候リスクは経済悪化等の他のシステミックリスク要因とは異なる特徴を持っていると

される。グローバルかつ全ての主体に影響を与える点は同様であるが、影響は地域や事業活

動によって異なり、また、非線形で大きな不確実性を伴い、今日の行動が将来のリスクの深

刻度を左右するとされる。こうした性質から、気候リスクへの対応には、個別主体のボトム

アップ的対応とシステム全体のトップダウン的対応の両面が必要とされる12。また、気候リ

スクは、過去の傾向に依存し、経済構造が変化しないことを前提とする従来のリスク評価手

法では影響を捉えきれない側面があることからシナリオ分析が有用とされる。シナリオ分

析は、将来の展開をシナリオとして想定することで、将来の不確実性や非線形性等の課題を

克服して分析を行うことが可能である。 

気候リスクの金融監督上の対応を検討するため設立された「気候変動リスク等に係る金

融当局ネットワーク」（NGFS）13は、2020 年に手引書14を公表し、金融監督に気候リスク

を盛り込んでシナリオ分析を実施することを推奨するとともに、こうした気候リスク分析

の実施に必要となる標準的な気候シナリオを提示した。手引書の策定後、実践を通じてシナ

リオ分析の成熟度が高まったとして、NGFS は、2025 年 11 月に手法、データの入手性、

監督実務の進展を反映して手引書を改訂した。 

バーゼル銀行監督委員会は、2022 年に「気候関連財務リスクの実効的な管理・監督に係

る諸原則」を公表して各国金融当局に気候リスクの管理・監督に関する国際的な共通のベー

スラインを提供した。こうした進展を踏まえ、2024 年に、銀行の健全性規制・監督の枠組

みに関するグローバルな最低基準である「実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則」

（バーゼルコアプリンシプル）の改訂に当たり、気候リスクを明示的に盛り込んだ。気候リ

スク評価の手法やデータが発展途上であることを認めつつ、気候リスクが健全性に影響を

及ぼし得るリスクであると認識し、比例適用の概念に従って必要な対応を行っているか確

認の対象となることとしている。こうした国際的な動向の下、各国において、金融当局主導

で気候リスクのシナリオ分析が行われている。 

国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）が行っている気候ストレステスト関連

のプロジェクトにおいて、Carlin et al. (2024)は、こうした各国の金融当局主導のシナリオ

分析の研究と実践を調査して最新動向を整理している。調査対象となった気候ストレステ

ストは、銀行のみを対象として実施したものが 61%を占め、保険会社も併せ実施したもの

が 30%、保険会社のみ実施したものは 4%にとどまった。金融当局がテストを主導するトッ

プダウン手法は、分析リソースの負担が小さく、金融機関の間で一貫した分析手法を適用で

き、全体的視点が提供されるのに対し、金融当局が共通のシナリオと枠組みを提供し、各金

融機関が自社のデータとモデルで分析するボトムアップ手法は、機関ごとのポートフォリ

オレベル、資産レベルの分析と影響把握が可能で、金融機関それぞれの評価能力も把握可能

 
12 前掲注９ 
13 合意に基づく中央銀行・監督当局のフォーラムとして 2017 年に設立された。NGFS 自体は基準設定主

体ではなく、また、FSB やバーゼル銀行監督委員会からは独立している。 
14 Guide to climate scenario analysis for central banks and supervisors (NGFS Technical document) 
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とされる。多くの事例で両方の手法が採用されている。調査により、金融セクターにおいて

は、気候リスクを重要なリスクとみなし、リスク管理のためリスクアペタイト・フレームワ

ークが広く採用されていることが示された。各国のシナリオ分析は、気候行動や気候リスク

評価の促進を主目的とするものが多く、リスクの定量評価を主目的とするものは 15%未満

にとどまった。関係機関の能力向上のための枠組み構築が調査目的であるため、リスク水準

の具体的数値に関する整理は行われていないが、物理的リスクは地域性が強く、また、いく

つかの分析事例では無視できない脆弱性が示されるものの、金融システムは物理的リスク

に対し概ねレジリエントである（損失が発生しても破綻には至らず回復できる）とされた。

ただし、各国の試行的なストレステストの結果であり、過小評価の可能性を指摘している。 

同じく UNEP FI の関連プロジェクトにおいて Arshad et al. (2025a)は、監督される側の

世界の個別銀行の実例調査を基に気候ストレステストの現状と課題をまとめている。調査

によれば、半分以上の銀行が金融当局実施のテストと並行して年次で個別に気候ストレス

テストを実施している。調査銀行の 86%が洪水リスクをストレステストの対象とし、65%

超が分析に地理情報を利用している。既存のモデルリスク管理への統合の取組は初期段階

で、気候関連のモジュールやオーバーレイの追加にとどまる。調査銀行はテスト結果を暴露

指数（セクター別等）、信用リスク指標（PD、LGD、ECL）、業績指標（貸倒引当金、収益、

自己資本比率）で示しているが、通常の信用損失引当モデルへの組込みは調査銀行の 14%、

資本要件への反映は 48%であった。評価上の課題として、長期的な気候予測の不確実性、

気候リスクの将来志向的性質、これらに起因するモデル分析の限界、セクター別・暴露別の

地理情報の不足等が挙げられている。気候ストレステストの今後の方向性としては、短期気

候シナリオ分析能力の強化、シナリオ設計における経済波及影響の考慮、物理的リスクの定

性的理解を重視した評価の強化等を挙げている。 

金融に関する気候リスクへの対応に関しては、多くの国際的枠組みで並行して取組が進

行する状況となったため、FSB は、これらの取組を調整し気候リスクへの対応を段階的か

つ体系的に進めるための枠組みとして 2021 年にロードマップを作成した15。その後、枠組

みに沿って取組が進み、ガイドラインや標準化など制度的な枠組みも整備され、シナリオ分

析の実施や改善も進展したことを受けて、枠組み設定の段階から実装に向けて取り組む段

階になったとし、2025 年にロードマップの改訂を行った。また、米国の消極姿勢を受けて

規制や措置など新たな政策的取組は停止16とするとともに、FSB の役割が既存取組の調整

や分析支援であることを明示した。 

EU では欧州銀行監督機構（EBA）と欧州中央銀行（ECB）が気候リスクを既存のストレ

ステストに組み込む動きを見せている。2025 年の EU 全域ストレステストをベースにして

信用リスク予測に気候リスク（移行リスク、物理的リスク）を組み込むための拡張分析とし

 
15 前掲注９ 
16 ロイター通信日本語版ウェブ記事「FSB、気候変動リスク対応の中期計画発表、新政策は一時停止」

参照 https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/CWZQ7QHAHZM6RC7GQZXUECU2GA-2025-07-14/
（2026 年 5 月 27 日確認） 
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て Abbondanza et al. (2025)が実施され、気候リスクの定量評価の結果や、従来のストレス

要因のみの場合と気候ストレスを同時に発生させた場合で脆弱とされる銀行が異なったこ

となどが 2025 年 11 月に公表された。欧州監督機構（ESA）は 2026 年 1 月、ストレステ

ストに ESG リスクを組み込むための共通基準となるガイドラインを公表した17。英国にお

いては、2025 年 12 月にミクロプルーデンスを担う健全性監督機構（PRA）が、銀行、保

険会社等の金融機関に気候リスクへの対応を求める監督声明18を公表し、データ整備、シナ

リオ分析、リスクの管理、情報開示等について、PRA の期待する方向性を示した。分析技

術の不完全さを認識し、各金融機関における気候リスクの重要度に応じた比例適用を原則

としながらではあるが、気候リスクに関して求める取組を理解や演習という段階から経営

実装という次の段階に進めるものである。各金融機関は、2026 年６月までに監督声明で示

された期待に照らして気候リスクの取り扱いを内部レビューし、PRA の期待とギャップが

ある場合にはその解消を図るための計画を策定することが求められている。 

日本でも気候リスク評価が取り組まれている。金融庁と日本銀行は大手銀行や保険会社

と連携し、リスク定量の把握よりも分析の課題抽出と分析能力の向上を主眼として、気候シ

ナリオ分析を試行的に実施し、2022 年と 2025 年に結果を公表している19。2025 年の報告

書において、銀行セクターに関し、国際的な水準からすれば、日本における物理的リスクの

分析は、データが充実し、精度が高い分析が可能であると評価している。気候リスクによる

信用コストの増加額については、定量評価を主目的としていないこともあり、具体的金額と

しては示されていないが、2022 年の報告書の中で、各行の平均的な年間の純利益と比べて

相応に低い水準であり、各銀行が 気候関連情報開示で公表している結果と大きな差は見ら

れなかったとしている。試行的分析では数値が公表されていないため、大手銀行が行った気

候関連情報開示の概要を見ると、以下のとおりであり、予測されるリスクは各行の管理能力

を大きく超えるような水準とはなっていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 The Joint Guidelines on ESG stress testing。2027 年 1 月から適用とされ、気候・環境リスクに優先

的に取り組むこととし、急性物理的リスク（短期ショック）を含む気候・環境リスクの中核要素として明

示的に位置付けている。 
18 Supervisory statement 5/25-Enhancing banks' and insurers' approaches to managing climate-
related risks。従来の SS3/19 を全面改訂。 
19 金融庁・日本銀行（2022）「気候関連リスクに係る共通シナリオに基づくシナリオ分析の試行的取組に

ついて」、金融庁・日本銀行（2025）「気候関連リスクに係る第２回シナリオ分析【銀行セクター】」 
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大手銀行の気候関連情報開示（水害リスク）の概要 

  みずほ FG  SMBC  MUFG  

気候シナリオ  
Net Zero 2050  

Current Policies  

海外 RCP2.6、RCP8.5  

国内 SSP1-2.6、SSP5-8.5  

SSP1-2.6、SSP5-8.5  

評価⽅法  

グループ保有資産、担保不動産

の毀損、与信先の財務悪化を基

に分析 （本社所在地、⼤⼿企業

主要物件） 

現⾏ハザードマップによる担保

毀損額、財務影響額に洪⽔発⽣

確率の上昇を勘案して分析  

洪⽔による与信先のデフォルト

確率の変化を⽤いて与信ポート

フォリオ全体への影響を計測  

影響額  

2100 年までの累計 
約 2000 億円 
（ストレス事象顕在化の場合の

単年最⼤増加額約 900 億円）  

2050 年までの累積  
670〜850 億円   

2100 年までの累計  
1500 億円  

与信関係費⽤ 
（通期） 

516 億円 （2025/3 ⽉期） 
（1063 億円:2024/3 ⽉期）  

3445 億円 （2025/3 ⽉期） 
（2740 億円:2024/3 ⽉期）  

1087 億円 （2025/3 ⽉期） 
（4979 億円:2024/3 ⽉期）  

（出典）各銀行の開示報告書を基に筆者作成 

 

このほか金融庁は、2024 年度に個別金融機関の気候変動対応の実態把握を行い、取組と

課題の整理を行った20。シナリオの正確性、顧客企業のデータ収集の困難性、分析コストが

課題とされた。日本でも、時間軸の長さやデータ不足から従来の金融リスク管理の枠組みで

管理することは困難とする金融機関が大半であった。 

また、分析に用いるデータの整備や利活用に関し、2022 年から、官民の関係者を集めて

意見交換の場を設け、議論を行った。NGFS シナリオの情報精度、分析手法の標準化、ハザ

ードマップの高精度化と提供コスト等が課題として指摘されるとともに、データの提供側

と利用側の継続的な対話の場を設けることが方向性として示された。 

こうして国内外で金融当局主導のシナリオ分析や個別金融機関の気候関連情報開示が行

われているが、物理的リスクについては、一定リスクの存在が示されたものの、管理可能な

範囲にとどまるとされている。気候リスクを通常のリスク管理に統合して管理することが

志向されつつも、現時点で気候シナリオ分析はそれを可能とする水準に達しておらず、分析

精度向上に向けた取組が必要と認識されている。日本では、当局主導の試行的分析において、

物理的リスクについては、第１回シナリオ分析以降、対象地域の拡大等の取組はなされてい

るものの、データの利用可能性や手法は改善に向けた進展は見られないとして、第２回シナ

リオ分析では物理的リスクの試行的分析も実施されなかった。物理的リスク予測が管理可

能な範囲にとどまっていること、当局にも各行にも分析上の課題を早急に解決すべきとい

う積極的な姿勢は伺われないことから、実務においては現行水準の分析が当面継続される

 
20 金融庁（2025）「気候関連リスクに関する金融機関の取組の動向や課題」 
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ことも考えられる。 

 

第２章 水害ハザード情報提供の充実とリスク分析  

 一般的に、企業活動における水害リスク分析は、事業拠点や資産ごとにハザード（浸水深）、

暴露（資産価格や事業収入）、被害率（地価下落率、事業停止期間）を主要要素として財務

影響を評価し、結果を受けて、リスクの移転等の対処を講じてリスク管理を行うことになる。 

 リスク分析に用いるハザード情報については、行政が公表しているハザードマップを利

用することが基本となる。日本では、近年、水害リスクに関する情報開示が進められてきた。

2015 年の水防法改正により、浸水想定区域を想定し得る最大規模の洪水21に係る区域に拡

充するとともに、想定最大規模の内水や高潮による浸水区域も追加された。2021 年には流

域治水関連法整備の中で水防法が改正され、約 2,000 河川が対象とされていたハザードマ

ップ作成が全国の約 17,000 河川まで拡大された。また、2020 年には不動産取引時の重要

事項説明において市町村策定の水害ハザードマップによる水害リスクを説明することが義

務付けられた。このように水害リスク情報の内容や周知方法の充実が図られている。米国で

は、米国洪水保険制度（NFIP）の洪水保険料率マップ（FIRM）22が整備され、保険制度や

住宅金融と連動するとともに、水害ハザードマップとして機能している。EU では、EU 洪

水指令により、加盟国に対し水害ハザードマップと社会経済影響を示すリスクマップの作

成が義務付けられている。 

 ハザード情報については、国内外の学術研究や民間開発で複数の洪水モデルが開発され23、

高精度地形データの整備により、モデルの精度が実用レベルに向上している。海外に事業展

開している企業は、国際的なハザード情報が必要となるが、場所によってはハザードマップ

が公開されているとは限らないため、こうした洪水モデルによるハザード情報の利用が有

用となる。山崎・平林（2023）は、地球全域といった広域を対象とした河川氾濫シミュレー

ションを実行できるモデルであるグローバル洪水モデルを活用することで、特定河川を対

象とするモデルよりも誤差は大きくなるが、当局が水害ハザードマップを公開していない

国内中小河川や海外河川の想定浸水深が推計可能としている。 また、AI を活用した洪水予

測モデルも開発が進展しており、ハザード情報の作成にも利用が可能となっている。 

 現在時点の情報が充実する一方で、行政によるハザードマップは将来の気候変動による

ハザード情報を提供していないため、将来の水害リスク分析を行う場合には、気候変動によ

る影響を反映する方法が必要である。国土交通省は、水害リスク評価の標準的な分析手法を

 
21 通常は 1000 年に１回規模の洪水 
22 Flood Insurance Rate Map（FIRM）。米国洪水保険制度（NFIP）において洪水リスク別の区域を示

し、かつては区域に応じて保険料率の設定に用いられていた。2021 年に保険料率設定方法が見直され

（Risk Rating 2.0）、保険料率設定には使われなくなったが、保険制度適用区域を示す地図として存続し

ている。 
23 日本では、東京大学を中心にグローバル洪水モデル CaMA-Flood が開発され、これを用いて地球全域を

カバーする広域洪水ハザードマップが構築されている。 
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まとめた手引き24を公表しており、その中で、二つの方法を紹介している。一つは、気候変

動による洪水発生頻度の変化率を乗じて現在の水害リスク分析結果を将来の水害リスクに

変換する簡易的な方法である。もう一つは、将来の気候予測情報を洪水モデルに入力してハ

ザード情報を作成し、暴露状況を把握して水害リスクの分析を行う方法である。現在開発さ

れている洪水モデルの中には、将来のハザード情報の提供が可能なものが存在している。山

崎・平林（2023）は、 入力データを差し替えてシミュレーションを行い将来の広域洪水ハ

ザードマップの構築を比較的簡単に行えることが広域洪水モデルの強みの一つであるとし

ている。将来の分析においても洪水モデルは現在時点の分析と同じものが用いられる。民間

コンサルタントの中には、開発したモデルを利用して、将来も含めた水害リスク分析サービ

スを提供するところも現れている。 

 これらの方法により将来の水害リスクを評価することになるが、その前提となる気候変

動による気候予測情報は、国際的な学術的共通理解に従い、気候モデルによる大量のデータ

解析を行うことが必要であり、国内外の研究機関が様々な枠組みで研究活動を行っている。

また、気候政策や社会経済の将来像は外生的要素であり、必然的に不確実性を伴うため、一

定のシナリオを設定して分析が行われている。将来の気候予測は企業の個別分析になじむ

ものではなく、気候変動予測や影響評価において標準的な枠組みとして利用できるよう、国

際的な研究コミュニティによって RCP、SSP 等の気候シナリオが構築され、提供されてい

る。金融においては、そうしたシナリオと整合性を取りつつ、気候変動が経済・金融システ

ムに与える影響を評価するための国際標準シナリオを NGFS が設定し、金融当局や金融機

関向けに提供している。複数のシナリオが用意されており、温室効果ガス排出、気温上昇、

経済・産業・金融への影響等が定量化されている。我が国の金融機関の気候関連情報開示に

おいても、これらのシナリオに基づく分析が行われている。 

以上のとおり、金融機関が気候関連情報開示において行っている水害リスク評価は、現在

時点のリスク分析とそれをベースにして気候変動影響を分析する部分で構築されるが、気

候変動の部分は、外生的不確定要素や長期時間軸による不確実性が存在するが、水害ハザー

ドを信用リスクに変換する部分については、気候変動部分の不確実性とは切り離して、ある

いは並行して、データ整備、分析手法の信頼性を高めることが可能である。 

 

第３章 銀行における水害リスクと管理の現状 

3-1. 水害リスクと現行の信用リスク管理 

金融において、水害リスクは信用リスク、市場リスク等の従来のリスクカテゴリーにおけ

るリスクドライバーの一つであり、新たなリスクカテゴリーとして設定されるものではな

い25。信用リスク分析においては、被害率（地価下落率、事業停止期間）を信用リスクに変

 
24 TCFD 提言における物理的リスク評価の手引き～気候変動を踏まえた洪水による浸水リスク評価～

（2023 年） 
25 金融庁・日本銀行（2025）「気候関連リスクに係る第２回シナリオ分析【銀行セクター】」 
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換することが必要である。水害の発生が担保資産の毀損や取引先の事業停止等により金融

機関の信用コストを上昇させ、あるいは市場環境の悪化により資産価格を下落させること

などにより、経営に悪影響を生じさせる。 

UNEP FI の気候リスク評価プロジェクトにおいて、Arshad et al. (2025b)は、現在銀行

が行っている気候リスクの信用リスクへの影響を評価する標準的な実践例を示し、モデル

分析と信用リスク評価のベンチマーク構築を目的として、世界の個別銀行の取組状況を調

査している。 調査の結果、調査銀行の６割が信用リスク管理を目指してデフォルト確率（PD）

モデルへの組込みに取り組んではいるが、不確実性等の課題のため、なお組込みの途上であ

る。顧客の気候情報開示から過半の銀行が水害地域の事業拠点の所在情報等を取得してい

るが、水害地域資産等の暴露情報の取得は２割にとどまるとしている。各銀行における評価

結果の利用方法としては、気候関連情報開示、主要リスク指標、与信判断、顧客エンゲージ

メントが挙げられている。一方、気候リスク評価における課題も挙げられた。データの質と

アクセス性の不備、長期の評価時間軸による不確実性、標準化の遅れ等が指摘された。気候

リスクを既存のリスク管理に完全に統合するには依然として課題が多いものの、評価方法

の向上に向けて精力的な取組が続けられており、近年、銀行セクターでは物理的リスクの影

響に対する理解が進んでいること、この１、２年で気候リスク評価においてデータによる定

量分析の補完的利用が進んでいることを指摘している。 

水害リスクは、これまでも金融機関が管理するリスクの中に含まれていた。住宅ローンと

事業系ローンではリスクドライバーである水害リスクが信用リスクに波及する主要経路が

異なり、住宅ローンは担保価値低下・家計収支悪化が PD・デフォルト時損失率（LGD）に

反映し、事業系ローンは営業停止・設備損壊・サプライチェーン寸断が PD・LGD に反映

し、信用リスクに織り込まれる。現実の信用リスク管理においては、要因としては峻別され

ないまま PD や LGD に織り込まれており、それらの水準管理を通じて管理されてきた。信

用リスク管理への組込みが志向されているが、現時点では取組の段階で実装には至ってい

ない。気候関連情報開示の普及やハザードマップ公開の充実によるリスク分析が向上して

きたことを受けて、調査研究においては、各国のローンデータやハザード情報を用いて水害

リスクの定量評価が行われ、金融に与える影響が分析されている。 

企業の行う水害リスク評価には、評価の外部性という視点が考えられる。すなわち、自己

利益目的で他の経済主体である取引先のリスク評価を行うことで、それが顧客対話等を通

じて取引先や地域のリスク管理が強化される可能性があり、そうなれば銀行にも、取引先に

も、地域にもメリットが生ずるという外部性が考えられる。銀行はリスクを価格付けし、資

金配分を行うことを基本的な機能としており、自己のポートフォリオにおける水害リスク

による信用リスク評価を行うためには、取引先の拠点や担保資産の水害ハザードへの暴露

状況を把握し、損失額が信用コストに与える影響を計測することが必要である。銀行は、自

己のポートフォリオについて水害リスク評価を行う場合、広範な取引先について上記の分

析を行うことになり、それは同時に、水害ハザード情報、暴露の地域分布、個別取引先の水
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害リスク、といった水害に対する地域経済の構造的安定性を分析、把握することを意味する。

同様に損害保険会社は、詳細な水害ハザード情報と水害による被害実績情報を有しており、

自己の保険契約ポートフォリオの分析を通じて地域における水害リスク構造を把握する。

リスク管理や気候関連情報開示の現行運用において実際に保有している情報という意味で

はなく、気候リスク評価において把握が望ましい情報の範囲26として考えた場合、地域経済

の安定性への影響把握の範囲という点では、信用リスクに対するリスクドライバーである

水害リスクの取引先の経営への影響を広く分析する銀行に対し、損害保険会社は付保対象

でない資産や取引先の事業活動は詳細な分析の対象には含めず、銀行と比較して水害リス

クによる経営影響を把握する範囲は限られる27。これらに対し、非金融企業も気候リスク評

価を行えば自社に関する詳細な現場レベルのリスク情報を得ることになるが、極めて個別

性が高く、金融セクターに比べれば、地域経済の安定性への影響の把握という視点から見た

場合のリスク評価の外部性は限定的である。 

 

3-2. 住宅ローンと水害リスク 

ポートフォリオの中で、ローンの同質性が高く、定量分析で扱いやすい住宅ローンは、デ

ータも整備されており、地理情報との照合は必要となるが、その点を除けば水害リスクの分

析に適している。住宅ローン情報開示法（HMDA）28により住宅ローン情報の報告、開示が

義務付けられている米国では住宅ローンにおける水害リスクの分析が多く行われている。 

 

＜住宅ローンの水害リスク＞ 

・災害により差し押さえ・デフォルトが増加 

Craig & Hoffberg(2024)は、米国連邦住宅局（FHA）の自家用住宅ローン保険のサンプル

90 万件を用いて、災害暴露29があった地域内の住宅ローンの返済を調査したところ、住宅の

差し押さえ確率が約２割増加することを推定している。Fitzmaurice et al. (2025)は、ノー

スカロライナ州の住宅ローンデータ（1996～2019 年）を用いて、水害被害による住宅ロー

ンの借入人に生じる財務リスクを分析している。損害額、住宅価格、ローン残高、家計収支、

保険加入状況を要素とする分析モデルを用いてシミュレーションを行い、住宅ローンの借

 
26 銀行の与信先である非金融企業は水害リスク評価において本社以外の重要拠点等の地理情報も用いてリ

スク分析を行う方向にあると考えられ、企業の情報開示によって気候リスクの適正な価格付けを目指す

TCFD 提言の基本的考え方からすると、銀行と非金融企業の間で捕捉するリスク暴露の粒度に大きな格差

があることは望ましいこととは言えない。銀行の取引先の拠点情報の把握が不十分であるという課題につ

いては、第５章を参照。 
27 銀行等が与信を行っていない無借金企業も２割程度存在する（2023 年全国「無借金企業」調査（東京

商工リサーチ TSR データインサイト）によれば 21.6%）が、企業の災害保険契約率は５割程度とさ

れ、財物保険が中心で事業停止まで付保する企業は少ない（Sawada et al. (2017)）。取引先の関連資産や

関連事業の水害リスクに対する暴露の範囲は損害保険セクターよりも銀行セクターが幅広いと考えられ

る。 
28 Home Mortgage Disclosure Act。融資の透明性確保と差別防止を目的として、金融機関に住宅ローン

の申込・承認・拒否等の詳細データを報告・公開させる。 
29 災害としては、ハリケーン、洪水、山火事、地震、竜巻など自然災害全般が対象とされている。 
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入人のデフォルトリスクの時系列的推移を推定している。水害被害を受けた住宅は 6.7 万件

で、そのうち約１割の 7,180 件がデフォルト状態に陥ったと推定されている。そのうち、

89%が住宅価格低下によりローンの返済意欲喪失、35%が家計収支破綻、その両方が同時に

生じたものが 24%とされる。 

 

・リスクを金利に上乗せ 

Fontana et al. (2023)は、欧州の８か国の住宅ローンデータと気候リスクスコア（環境リ

スク分析・データ提供を行う米国企業の Four Twenty Seven 社の地理空間リスク指標）を

用いて分析を行い、ローン金利が気候リスクの影響を受けていることを確認している。平均

的な地域に比べて標準偏差分リスクが高い地域では 4～37bp のリスクプレミアムが上乗せ

されている。ただし、気候リスクの金利への反映の程度には大きなばらつきがあり、平均で

見ればリスクの過小評価が存在していると推定されている。また、ECB の単一監督メカニ

ズム（SSM）におけるレビューと金利設定を関連付けた分析を行っており、SSM が信用リ

スク管理において物理的気候リスクが適切に考慮されていると評価した銀行においては気

候リスクが金利に反映されており、気候リスク管理が不十分とされた銀行では金利への反

映が見られないことを推定している。 

 

・水害保険ギャップが存在 

米国消費者金融保護局（CFPB）は、洪水保険料率マップ（FIRM）と民間の水害リスク

指標（Flood Factor30）、2018～2022 年の HMDA ローンデータを用いて米国における水害

リスクとローン属性を分析している31。全米で 40 万戸超の住宅ローン物件（分析対象の約

6%）で保険不足が存在していることを指摘している。Flood Factor を用いた分析により、

米国洪水保険制度（NFIP）の対象外とされる料率マップ（FIRM）の区域外でも洪水リス

クが広範に存在することを示し、特に、アパラチア地域やミシシッピ川流域等の非沿岸・内

陸部でリスクが顕著としている。 

 

＜住宅ローン証券（MBS）と水害リスク＞ 

・MBS 制度上の問題によりリスクが移転 

米国では、ファニーメイやフレディマックといった政府支援機関（GSE）が住宅ローンを

買い取り、証券化している。Phan (2024)は、GSE が住宅ローンの買い取りに当たり、保証

料に地域ごとの差を設けておらず、水害リスクが反映されていないこと、また、洪水区域内

は洪水保険の付保が要件とされるが、古い洪水区域マップが利用されているため将来の水

害リスクを反映していないことから、MBS に水害リスクが移転していることを指摘してい

 
30 洪水や気候リスクの評価やデータ提供を行っている米国 NPO の First Street Foundation が提供する

洪水リスク指標 
31 CFPB (2025) 
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る。GSE の住宅ローン・ポートフォリオの暴露を評価するため、1999～2023 年の 1 億件

以上の GSE 住宅ローンを民間の水害リスク指標で評価したところ、今後水害リスクありと

された GSE ローンが全体の 4 分の 1（2300 万件）以上、さらに水害リスクが高いとされた

ローンが約 6%を占めた。また、同論文では、災害によるデフォルト影響について、フロリ

ダ州沿岸部の 50 万件超の GSE 保有の住宅ローンデータを用いた分析により、2017 年に同

州を襲ったハリケーン・イルマに被災した地域では、被災前に 80bp であったデフォルト率

が被災後１年半経過した時点で５割（40bp）増加したとしている。 

 

・リスクによりローンを選別的に移転 

Ouazad & Kahn (2020)は、水害リスクの高い地域で住宅ローンの証券化が増加すること

を指摘している。10 億ドル規模の水害が発生した地域では GSE 買い取りに適合する住宅

ローンの実行を増やし、証券化で GSE へ信用リスク移転が行われることとなり、証券化率

が最大で 19.3pp 上昇したとしている。Blickle et al. (2024)は、NFIP 対象区域外で水害リ

スクの高い地域における住宅ローンを対象として分析を行い、大手銀行は貸付に抑制的で

ある一方、小規模な地域銀行は貸出を維持しつつ、証券化によりリスクを移転する傾向を指

摘した。 

 

・民間 MBS での水害リスク処理 

民間による MBS 発行においては GSE の保証がないため、リスク管理のため CMO32によ

り証券化される。水害リスクが高い住宅のローンは頭金割合が高く設定され、水害リスクが

一部ローン金利に反映されている。Dice et al. (2024)は、MBS の組込みに当たり、金利ス

プレッドではなく、劣後トランシェの割合増加によりリスクが処理されるとし、Flood 

Factor の１増加により劣後トランシェが 2.6%増加すると分析している。 

 

＜日本の状況＞ 

 日本では住宅ローンはプール管理されており、水害リスクを反映した金利設定は行われ

ていない。ポートフォリオ全体の信用リスクを一定の幅の範囲に収まるよう管理すること

で、個々の債権のモニタリングコストが削減されるというメリットがある。このリスク管理

の枠組みの中に水害リスクも織り込まれ、全体として管理される形となっている。MBS に

ついては、住宅金融支援機構が新規住宅ローン（フラット３５）を買い取り、証券化を行っ

ている。機構は、水害リスクを峻別して管理することはせず、全国のローン・ポートフォリ

オ全体でプール管理を行っている。買い入れ対象住宅ローンの実行時にも、水災保険の付保

は義務付けられておらず、任意とされている。岡崎（2023）は、日本ではローン実行時には

水害リスクを金利水準に反映されないが、期中に水害リスクが住宅価格の低下を通じてポ

 
32 Collateralized Mortgage Obligation（不動産抵当証券担保債券）。不動産担保ローンを裏付け資産と

し、裏付けとなる証券やローンとは異なる複数のキャッシュフローを持つ別々の債券として発行される。 
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ートフォリオの信用リスクに反映されると指摘している。 

米国のような金融機関横断的な分析ではないが、小林他（2023）は、住宅ローンが７割を

占める銀行のポートフォリオを用いて水害の信用リスクへの具体的な影響の分析を行って

いる。主に家計収支の悪化が信用リスクへの悪影響の要因となる住宅ローンと資産額下落

と負債額の関係を考慮する投資用マンションローンとに区分し、直接的な災害損失と２次

的な波及効果を合わせて災害の影響を分析している。荒川で想定最大規模の氾濫が発生し

た場合、住宅ローンは資産額の約 0.2%、投資用マンションローンは資産額の 1.1～1.3%程

度の損失が発生すると推定している。 

 

3-3. 事業系ローンと水害リスク 

事業系ローンは個別性が強く、分析に利用できるローンデータや制度が住宅ローンほど

整っていないが、事業系ポートフォリオについても、水害リスクによる信用リスクへの影響

が分析され、リスク管理強化の動きが見られる。 

 

＜融資における水害リスク＞ 

・金利上乗せや資産評価によりリスクを処理 

Barbaglia et al. (2023)は、ベルギー、フランス、イタリア、スペインを対象国とし、各

国をさらに地域単位で区分し、2007 年から 2018 年の中小企業向け融資データを用いて、

水害の影響を分析している。水害リスクが高い地域に所在する企業に対する融資は、平均

6.4bp の金利上乗せが行われ、小規模企業や地域密着型銀行ほど上乗せが大きいとしている。

水害が発生した地域に所在する企業の貸倒率は、水害が未発生の地域の企業と比べて最大

で 1.5 倍高くなっており、また、水害の発生は、中小企業向け融資の証券化の供給を減少さ

せており、リスク分散の可能性が低下し、水害リスクの大部分が銀行セクター内に留まって

いる可能性を示唆している。 

 Degryse et al. (2025)は、ベルギーの大手銀行の不動産担保データと水害リスクマップを

マッチングし、2021 年の水害をショックとして水害の担保資産評価と銀行の融資態度に与

える影響を分析している。水害リスクと水害発生に応じて担保資産評価が調整されている

が、一部で金利調整が行われたものの融資の体系的な抑制は確認されなかったこと、銀行は

主に担保評価を通じて水害リスクを組み込んでいることが示唆されるとした。 

 Dal Maso et al. (2024)は、米国において、災害リスクが地域銀行（州内商業銀行）の貸倒

引当金（LLP）に与える影響の分析を行っている。FEMA が 15 年間に重大災害指定した災

害を用いて災害リスク指標を構築し、米国内の各地域に County 単位で指標を付与して、

44.6 万件の銀行四半期財務データを用いて、地域銀行の本店所在地が属する County の災

害リスク指標と LLP の関係を分析している。災害リスクが高い County の銀行は、より多

くの LLP を計上する傾向が示された。災害リスクの標準偏差が 1 上昇すると、LLP は 5.4

～7.0%増加し、銀行の利益は 1.2～1.6%減少したとしている。 
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＜シナリオ分析＞ 

・シナリオ分析により災害事象の影響を確認 

Bateson & Saccardi (2021)は、米国の 22 兆ドルのシンジケートローンを対象に、将来の

気候リスク暴露の影響をシナリオ分析している。最悪のシナリオ（RCP8.5）では、2080 年

時点において、年間 VaR が対象資産の 10%に達する可能性を示した。沿岸洪水による直接

損害が影響の 3 分の 1、3 分の 2 が気候変動による間接的な経済的影響（サプライチェーン

の混乱、生産性低下等）としている。 

 Abbondanza et al. (2025)は、EU の洪水被害のデータを用いて、企業の PD 悪化とそれ

を通じた銀行の資本減少を推定している。直接被災した企業ではローン劣化確率が 0.7～

2.0pp、被災地域所在の企業（企業自身の被災有無は問わない）ではローン劣化確率が 0.1

～0.2pp 悪化することが推定され、これを用いた短期ストレステストにおいて、洪水発生に

よる企業の信用リスク悪化を通じて銀行の CET1 比率が 77bp 低下したと推定している。 

de l’Estoile et al. (2024)は、フランスを対象に、シミュレーションによる物理的気候リス

ク（水害）による企業資産への影響の分析を行っている。建物データベース、水害ハザード

マップ、銀行融資情報をマッチングし、水害のシミュレーションにより、建物所有企業、建

物使用企業（建物内の移転可能資産を保有）を区分して影響を分析している。建物所有企業

は建物の価値下落・修繕支出により LGD を悪化させ、建物使用企業は機械等の移転可能資

産の損壊により生産能力・収入を低下させて PD を悪化させ、建物の所有企業と使用企業で

影響の経路が分離されることを示した。パリ地域については、将来気候シナリオにより分析

を実施している。1000 分の 1 発生確率洪水のシミュレーションでは、建物所有企業の LGD

（中央値）が約 10bp 上昇することを示した。 

 Bellia et al. (2024)は、ドイツの地域銀行、特に協同組合銀行を対象に、水害リスクが銀

行の財務健全性に及ぼす影響を分析している。気候変動シナリオに基づき、シミュレーショ

ンモデルを用いて河川洪水イベントが銀行のバランスシートに与える影響を推計している。

現状の気温水準という環境下では、水害による銀行の損失は資産全体の約 0.1%にとどまる

が、気温 3 度上昇シナリオでは約 1%に拡大することを推定している。また、地域により影

響の大きさに差があり、一部の水害リスクの高い地域では、資産の 5～30%の損失が発生す

る可能性を示している。 

水害リスクの銀行への影響について多くの分析が実施されており、将来の極端な気候シ

ナリオや災害シミュレーションの場合には顕著な影響が示されるものも存在するが、将来

の気候変動の影響を含まない現在時点の水害リスクは、限定的なものにとどまっている。 

 

＜日本の状況＞ 

 事業系ローンに限定した分析ではなく、また、水害リスクではなく、水害被害の影響であ

るが、芦沢他（2022）は金融機関に及ぼす影響を分析している。金融機関ごとに市区町村別
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貸出残高と市区町村の水害被害率により貸出残高全体に占める被害与信残高の割合を試算

してこれを水害被害指標とし、金融機関財務との関係を分析している。信用コストや不良債

権比率が有意に悪化したが、信用コストの悪化は最大で 2bp 程度にとどまり、影響も短期

間で収束することが示されている。また、分析期間の水害被害が地方圏に集中していたこと

を反映し、地域金融機関において水害被害指標が高い結果となっている。 

 

3-4. 水害リスクの偏在 

＜水害リスクの地域集中＞ 

 水害は流域単位で地域集中的に発生し、リスクも全国均一ではなく、偏在しており、時間

軸を短く考えれば、さらにその要素が高まると考えられる。2023 年の都道府県別の被害額

を見ても、豪雨や台風による水害が発生した地域に集中している。地域金融機関は、全国展

開している大手銀行に比べ貸出先が同一都道府県内に集中する傾向がある。また、中小企業

への貸出が多い。したがって、自身のポートフォリオも取引先の事業展開地域も同一都道府

県内に集中しており、リスクを全国や広域的地域に分散しておらず、地域的に集中させてい

る可能性が高い。 

 

＜2023 年都道府県別水害被害額図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）国土交通省報道発表資料「秋田県で統計開始以来最大の水害被害 

～令和５年の水害被害額（確報値）を公表～」33 

 

金融庁は、共同データプラットフォーム34の検討に向けた実証実験の一環として、地方銀

 
33 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001902643.pdf（2026 年 5 月 27 日に利用） 
34 金融庁と日本銀行が共同で構築・運用する、金融機関データの一元的な収集・管理プラットフォーム。

従来は、金融庁と日銀がそれぞれ異なる形式でデータ提出を求めていたため、共同運用により質の高いモ

ニタリングの実施と金融機関の負担軽減を図る。 
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行から収集した法人向け貸出明細等の高粒度データを用いて気候リスクの分析を実施して

いる35。その中でハザードマップを利用した物理的リスクの分析を行っている。地方銀行の

融資先中小企業の明細データを本社所在地で国土交通省の洪水ハザードマップにマッピン

グして浸水区分を把握し、洪水が発生した場合の各融資先企業の営業停止・停滞日数を推計

し、これに各企業への融資額を乗じたものを当該企業のリスク度と定義し、銀行ごとに集計

してその特徴を分析している。 

分析の結果、地域別に見た場合、中国・東海・北陸の地方銀行の貸出残高当たりのリスク

度が相対的に高くなった。これらの地方銀行の貸出について、市区町村別のリスク度の状況

を見ると、市区町村ごとにばらつきがあり、特定の区域にリスクが集中していることが示さ

れた。具体的な市町村名は明らかにされていないが、このような市町村は、地理的に災害時

に氾濫しやすい河川の中下流の沿川に位置することが多いと説明されている。地方銀行の

貸出の位置情報と融資先企業の事業拠点の位置情報が本店や本社で代表された集計である

点に留意が必要とされているが、なお、リスクの偏在性を概略的に示していると考えられる。

さらに、金融庁は、公開していないものの、融資先企業の本社所在地と当該企業のリスク度

をマッピングするツールを作成している。金融庁は、気候変動に関するデータや手法は発展

途上であると留保を置きつつも、データ整備及び分析の高度化を進め、気候リスクの把握及

び気候変動対応の顧客支援に係る金融機関との対話につなげていくとしている。 

 

＜地方銀行の市区町村別リスク度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国・東海・北陸地方に本店が所在する地方銀行の市町村別リスク度（凡例は浸水深） 

（出典）FSA Analytical Notes－金融庁データ分析事例集－（金融庁）36 

 
35 金融庁（2023） 
36 https://www.fsa.go.jp/common/about/kaikaku/fsaanalyticalnotes/20230623/04.pdf（2026 年 5 月 27
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＜地域集中的な経済被害事例＞ 

 過去の地域集中的な水害による経済被害を見ると、2000 年の東海豪雨37において、堤防決

壊や河川氾濫により名古屋市とその周辺の広範囲に都市型水害が発生し、甚大な経済的被

害が発生している。多数の中小企業が浸水等により、工場、店舗、機械等設備、商品、資材、

輸送用車輌等多岐にわたる被害を受け、復旧に長期間を要す企業もあった。自動車産業を中

心に、物流の途絶、部品供給の停止等により影響は全国に波及した。2018 年の西日本豪雨38

においては、岡山県、愛媛県等で水害被害が発生し、倉敷市では最大 5m の浸水となり、事

業所、店舗、機械設備、商品、自動車が水没し、被害を受けた。企業により復旧に数か月以

上を要すこととなった。最近では、2025 年 9 月の三重県豪雨において、1 時間雨量 123.5mm

（観測史上最大）を記録し、内水氾濫によって地下駐車場が水没した。駐車場周辺の浸水深

は 0.5m 未満であったが、豪雨による気候要因と施設設計・運用体制の複数の問題が重なり、

止水機能不全となったことが要因とされた39。水没により車 274 台に被害が発生したほか、

復旧に多額の費用を要するとして駐車場を運営していた第三セクターが破産を申請した。 

 

＜中小企業の水害リスク＞ 

 中小企業においては、リスクの分析や対策が不十分な傾向にある。2018 年の中小企業白

書は、中小企業における自然災害に対する備えの状況を調査、分析している。調査に回答し

た中小企業の９割が自然災害に対応する損害保険等40に加入しているものの、災害被害に遭

って実際に保険が役立ったとするのは５割にとどまっている。自然災害の中で懸念される

災害として５割が豪雨・洪水を挙げている（地震に次いで２位）が、加入している保険が水

災被害の満額をカバーしているのは約３割にとどまり、休業補償まで保険でカバーしてい

るのは約２割にとどまっており、十分な保険カバーが行われていない。また、中小企業庁は、

災害被害を受けて復旧のため中小企業庁からグループ補助金の交付を受けた企業を対象と

してアンケート調査41を行っている。回答企業の約４割が災害保険に未加入であった。有識

者は、中小企業は保険をコストとして意識し、削減対象として捉えていることを保険の活用

意識が低い理由として挙げている。アンケート調査でも、水災保険料の許容上限として売上

の 1%以下とする回答が最も多かった（５割弱）。損害保険協会の調査42では、現に講じてい

る自然災害対策として保険加入を挙げた中小企業がやはり約６割であった。 

 中小企業に資金提供を行っている主体である金融機関は、取引先のリスク管理の状況に

 
日に利用） 
37 2000 年 9 月に台風 14 号の暖かい湿った空気が秋雨前線を活発化させ、名古屋市と周辺に記録的な大

雨が発生。 
38 2018 年 7 月に前線と台風 7 号の影響で暖かく湿った空気が日本付近に供給され、西日本を中心に広い

範囲で記録的な大雨が発生。 
39 四日市市地下駐車場施設復旧検討委員会中間まとめ（2025.11） 
40 損害保険加入が 55.8%、火災共済が 31.2% 
41 令和 3 年度中小企業実態調査災害復興支援制度のあり方の検討に向けた調査 
42 中小企業におけるリスク意識・対策実態調査 2025（一般社団法人日本損害保険協会） 
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ついて十分には認識していない。家森他（2020）は、地域金融機関の支店長へのアンケート

調査を行い、自社をメインバンクとする取引先企業の BCP 策定割合を尋ねたところ、「わか

らない」とする回答が最も多く（55%）、次いで「5%未満」とする回答が多い（23%）状況

であり、回答した金融機関の過半数が取引先の BCP 策定状況を把握しておらず、残りの半

数が策定割合を 5%未満と認識している状況を示した。アンケート調査結果において、実際

の中小企業の BCP 策定率は２割前後であり、そもそも過半数は策定状況も把握していない

ことが示されたことを考えると、地域金融機関は取引先企業の災害への取組状況を十分に

把握していないことが伺える。地域金融機関において、取引先のリスク管理を推進すること

は、地域金融機関自らにも、取引先にもメリットになることを考えると、自らのリスク管理

の上でも浸水想定区域内に所在する取引先については、その水害リスクへの対応状況を把

握しておくことは必要であろう。 

 

第４章 リスク管理の方法 

 UNEP FI が個人向け金融機関における気候リスク管理のあり方を分析した報告書43をま

とめている。銀行の住宅ローンに関する気候リスクの中心は、借入人の災害リスク暴露と高

い借入金比率（LTV）である。住宅ローンは長期ローンが多く、担保価値の低下が銀行のリ

スクを増加させるため、長期間にわたる担保資産価値や暴露変化のモニタリングが必要と

される。事業系ローンは短期であることが多いが、担保付きでないことが多い。担保毀損や

事業中断の直接損失と異なり、サプライチェーン停止等による波及経路の評価は困難性が

高い。 

特定の地域に集中する住宅ローン・ポートフォリオを保有する場合や、あるいは地域社会

と結びつきの強い銀行が巨大災害の発生を受けてローン負担軽減や追加資金提供等の地域

救済策44を講じる場合には、水害リスクを分析し、管理を行うことが必要であるとしている。 

報告書は、水害リスクの管理手法として、引受、回避、適応、移転の４つを挙げている。 

リスクの「引受」を行う場合には、リスクの事前評価に基づいた管理が行われることが必

要である。将来の担保減損が想定される場合は、将来暴露のシナリオ分析を行うべきとされ

る。引受を行った場合にはリスク管理の継続が必要であるが、銀行からの調査回答の中では、

ポートフォリオの包括的な物理的リスク管理として、Accumulation Monitoring が最も評

価が高かった。特定リスクの集中によるリスクアペタイト超過を監視する手法とされる。 

リスクの「回避」は有効なリスク管理手法であるが、市場シェアの喪失やレピュテーショ

ンリスクの問題がある。そのため、回避を決定する前に代替措置を検討すべきとされる。そ

れにより、たとえ回避であっても経済的、社会的な悪影響を軽減できる手法を検討すること

ができる。 

 
43 UNEP FI (2024) 
44 ANZ 銀行（豪州、ニュージーランド）は返済救済、手数料免除等を講じ、BBAV（スペイン）は返済

延期、延滞金免除、金利割引等を講じるなどの事例が紹介されている。日本でも、名古屋銀行が一定豪雨

の場合の元本免除特約付きの法人向けローンを提供するなど災害時に救済策を講じる銀行がある。 
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リスクへの「適応」は気候問題に対してより積極的な対応である。物理的なインフラ整備

や生態系を利用した防御策に資金提供を行うものである。方法論として、災害対策資金融資

がある。優遇条件で資金提供を行うことで、災害対策の強化を促進することができ、企業と

銀行の両者にメリットがある。災害復旧時にも、復旧と合わせて災害対策強化に資金提供を

行うビルドバックベター貸付という手法がある。適応において融資を行う場合には、与信管

理上の評価に加え、リスク軽減効果を測定し事業の費用効果を分析することがリスク管理

上有用と考えられる。 

リスクの「移転」には、リスクアペタイト内でのリスク管理、資本効率上の要請、ESG 目

的といったことが動機付けとされる。保険はリスク移転の手法であるが、災害対応の保険と

してパラメトリック保険がある。支払い条件が地域と指標で明確に定義されるため、災害後

に簡易な手続きで短期間に保険金支払いが実行されるメリットがある45。企業が損失に備え

るだけでなく、銀行もポートフォリオの特定部分にパラメトリック保険を付すことが可能

である。報告書の共同作成者である Munich Re は、中小企業ローンをカバーするパラメト

リック保険を提供している。 

  

第５章 金融の水害リスク管理の今後 

5-1. 将来気候予測とハザード暴露分析を区分した精度向上 

第１章において、現在の評価手法への信頼度を前提とすると、気候リスクを既存のリスク

管理に統合することは困難な状況であると述べたが、気候変動は金融安定の脅威であり、

TCFD 提言を踏まえた気候関連情報開示や各国金融当局による気候ストレステストの実施

など、トップダウン、ボトムアップを組み合わせてリスクの解明に向けた現在の取組を継続

し、リスクの適正な価格付けと適切な管理による金融システムの安定維持に向けて、リスク

分析を高度化させていくことが必要である。 

気候変動による影響は時間軸に応じて異なる形で顕在化するため、気候リスクは短期、中

期、長期に区分して把握することが求められる。これらの時間軸は、固定的な年数による基

準化はなされておらず、各企業が事業特性や戦略に応じて期間を設定し、その妥当性につい

て説明することが求められる46。具体的には、短期的な財務計画、中期経営計画、長期ビジ

ョン等との整合性を踏まえて設定されると考えられる。中・長期の気候リスク評価について

は、シナリオ分析が主要な手法として用いられ、そこには将来の炭素排出経路や社会経路、

気候応答に関する大きな不確実性が含まれている。これらの実現経路や関係性を一意に定

め、精度の高い統合的な分析を行うことは現時点で困難である。中長期的な将来の水害リス

クの分析は、現在時点のリスク分析をベースとし、気候シナリオを前提とする気候変動の要

素を加えて将来リスクの分析が行われていることを第２章で説明した。気候予測も含めた

 
45 支払い条件や支払い金額の設計に自由度があり、柔軟なリスク管理が可能であるが、保険設計の適否に

より災害時の補償に過不足が生じる可能性（ベーシスリスク）があり、筆者は、高精度のリスク分析を行

うことが望ましいと考える。 
46 TCFD 提言、SSBJ 基準 
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将来要素の部分と切り離し47、分析を階層化することにより、ベースとなる現在時点のリス

ク分析の範囲でデータの精度やアクセス性、分析手法の信頼性向上や標準化に取り組むこ

とが可能である。また、ここで得られた知見は中長期的な将来の水害リスク評価にフィード

バックすることもでき有益である。ストレステストと異なり、気候関連情報開示においては、

気候変動によるリスクの増加分として示すことが必要であり、国土交通省の手引き48でもそ

の考え方によった記述がなされている。したがって、開示される物理的リスクの分析は、本

来、現在の被害・損失額と将来の被害・損失額の差分を持って将来のリスク増分として評価

されるものであり、公表の有無は別にして、現在時点のリスク分析は行われているべきもの

である49。 

 

5-2. 現在時点の水害リスク分析の推進 

 銀行においては、明示されていないものの既存ポートフォリオには水害リスクが既に織

り込まれていると考えられる。日本では、2050 年時点で洪水発生頻度が約 2 倍になると予

測されており50、現在時点の水害リスク量は将来時点の水害リスク量の約半分ということに

なる。各企業は気候変動による将来のリスク増加に対処するとともに、同時に現在直面して

いる水害リスクについても焦点を当て、リスク分析の結果を活用することが水害リスク分

析の高度化の促進につながる。水害リスクの分析結果は、地域別やセクター別の脆弱性の把

握、ストレステストによる損失の確認、PD や LGD のオーバーレイや暴露の限度管理での

活用が考えられる。既存のリスク管理への完全な統合が直ちには困難であるとしても、現在

時点の水害リスク分析結果を活用することにより、意思決定やリスク管理のための有用な

参考情報とすること、金利設定・契約条件・保険コスト軽減などリスクと収益の配分調整を

行うことが考えられる。 

現在の水害リスクの分析を精緻化し、信頼度を向上させていくことは、現在の統合的なリ

スク管理の強化や分析手法の開発という側面だけでなく、将来に向けた気候リスクの管理

という観点でも大きな意義がある。現在時点のリスク分析は、将来の気候変動によるリスク

増加を把握するための評価基準となるとともに、継続的モニタリング、ステークホルダー啓

発、予防的政策設計の観点から重要な意義があると考えられる。 

 国際的にも現在時点に近い短期の時間軸で行うリスク分析を重視する動きがある。NGFS

は、2025 年に 5 年を評価時間軸とする短期気候シナリオを公表した。従来の長期的な気候

シナリオを補完し、急激な政策変更や極端な気象事象が国際マクロ経済や金融システムに

与える短期的インパクトを把握することを目的としている。金融機関におけるストレステ

 
47 現在時点の分析向上と並行して将来の気候リスク評価の技術向上を図ることを否定する意味ではない。 
48 前掲注 24 
49 金融機関の開示実例を見ると、明示的に増加分のリスク量として開示するケースと現在時点（ベースケ

ース）分を含むか否か開示では判別できないケースの両方がある。 
50 治水計画のあり方提言（2021）。RCP2.6 の想定。Wing et al. (2022)は、RCP4.5 の想定の下で米国に

おいて 2050 年に現在よりも約 4 分の 1 水害リスクが増加すると推計している。 
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ストやリスク管理における実務的な時間軸での分析ニーズを踏まえ、短期の気候リスク評

価への適用可能性を意図したものである。EU では、2027 年から気候ストレステストの制

度的実施が予定されているが、先行する拡張分析と位置付けられた Abbondanza et al. 

(2025)では、短期的影響の重要性を強調し、3 年間の評価時間軸で移行リスクや急性物理的

リスクの分析が行われており、気候ストレステストにおいても短期の時間軸による評価か

ら段階的に導入されることが想定される。NGFS の短期気候シナリオや EU における短期

的な気候ストレステストは、目的に応じて極端な気象事象シナリオの設定や経済悪化シナ

リオと水害シナリオの同時発生の下での評価が行われているが、水害リスクの評価は主と

して現在時点のハザード分布に基づいて行われている。こうした動きも現在時点のリスク

分析の進展に影響を与えることになると考える。 

 

5-3. 地理情報の整備 

 気候関連情報開示等において水害リスクの分析が行われているが、金融機関における分

析の精度を向上させるには、現在時点や短期の時間軸の評価という視点に加え、取引先の事

業拠点や担保資産の地理情報の収集が効果的である。各金融機関においてこうした地理情

報は十分に整備されていないため、改めて情報を電子化し、水害ハザードマップ等とマッチ

ングできるよう精度の高いデータベースを構築しようとすると大きなリソースを要するた

め、費用対効果を考慮して、こうしたデータベースは未整備の現状にあると考えられる。金

融庁や日本銀行の報告書やデータ整備に向けた関係者懇談会において、気候リスクの分析

について、取引先の拠点情報が不足しており、その整備と照合が必要となること、分析主体

によっては本社所在地で地理情報を代表させている例もあることなどの課題が指摘されて

いる51。Bressan et al. (2023)は、メキシコの企業 177 社のデータを用いて株式価格で物理的リ

スク（急性と慢性）による損失を定量評価した結果、本社所在地を代理データとして評価し

た場合、資産レベルデータ（所在、規模等）で評価した場合と比較して損失額が 70%過少評

価されるとしている。ハザード構造、経済構造、企業の属性や個性が異なるため数値を日本

でそのまま適用することはできないが、資産や拠点の所在情報の粒度が水害リスクも含め

た物理的リスクの定量評価に少なくない影響を与えることが考えられる。 

 金融機関は現状でも与信管理において、担保資産の評価更新や取引先のモニタリングを

実施しており、資産や拠点情報の粒度を高めるため、これらの機会に合わせ、ハザードマッ

プ等の確認、担保資産や事業拠点の地理座標値の電子データ化（ジオコーディング）を行っ

ていくことが考えられる。ジオコーディングが進めば、現在時点や短期の時間軸のリスク分

析であれば、データ処理も容易となり、分析精度も大幅に向上することが期待される。国土

交通省の手引き52では、気候リスク評価の際、現在の水害リスクのスクリーニングを行うこ

 
51 前掲注 19、前掲注 20、「気候変動リスク・機会の評価等に向けたシナリオ・データ関係機関懇談会第

2 回」における日本銀行と全国地方銀行協会（横浜銀行）の説明資料などで指摘されている。 
52 前掲注 24 
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とを推奨しており、その際評価を行う拠点を特定する必要性を述べており、銀行がジオコー

ディングを行う場合にも重要な拠点と判断されるものから着手することが適当と考えられ

る。EU では、気候リスクを評価したストレステストの拡張分析において、企業の所在地情

報を AnaCredit53から取得するとともに、気候ストレステストの制度的実施に向けて、高粒

度データの不足を繰り返し指摘しており、AnaCredit に搭載される地理情報の充実を図るこ

とが想定される。また、気候リスクではないが、ECB は 2026 年に地政学的・地経学的リス

クが金融安定に及ぼす影響を検証する報告書54を公表している。英国では、PRA が監督声明

（SS5/25）55において、物理的リスク評価のためには十分な粒度の地理情報に紐付けられた

暴露情報が必要としている。ただし、直ちに完全な地理情報を収集整備することまでは求め

ておらず、現状と改善の方針の説明が求められるとしている。特に銀行は、気候リスクの高

い地域やセクターへの暴露の集中を評価やモニタリングすることが求められている。こう

した金融監督におけるリスクの地理的分布を重視する先導的な国際動向にも留意が必要で

ある。 

地理データベースが整備されれば、自然災害の影響を受ける関係資産や事業拠点の地理

情報がデータ化され、水害だけでなく、地震や山火事など他の自然災害についても、ハザー

ド情報と照合することで、暴露の地理的分布の把握が可能となり、リスク管理を行うことが

可能となる。地震は気候リスクの範囲に含まれていないが、日本においては最も重要な自然

災害ハザードの一つであり、リスクの分布状況が把握できるメリットは大きい。 

取引先の地理情報のデータベース化は、平常時の経営上の観点だけでなく、災害時の緊急

対応においても有用と考えられる。実際に災害が発生した場合に、各金融機関としての災害

の影響把握や対応判断に加え、現地レベルの取引先対応においても、災害発生の影響判定、

資金支援の必要性判断と実行、サプライチェーンや地域経済影響の予測等の一連の業務を

システム化し、対応を迅速化することが想定される。 

さらに、現在、仮想空間での予測や再現を現実空間の対応に連携させるデジタルツイン技

術の開発が進められており、都市や防災などの分野で取組が行われている。また、現実の物

理空間を認識し、判断して処理を行うフィジカル AI 技術が急速に発展しつつある。将来的

には金融関係の情報処理において地理空間情報との照合が進むことも想定され、こうした

動きと連動し、水害リスク分析における地理情報の粒度を向上していくことが考えられる。 

 

5-4. 情報整備の連携 

 こうした手法のほか、金融機関が水害リスク分析の精度を向上させる方法として、取引先

のリスク評価を活用することが考えられる。気候関連情報開示の取組が進展していること

を踏まえ、物理的リスク（水害リスク）の分析手法や開示形式の標準化、取引先の評価結果

 
53 金融安定監視、マクロ経済分析を目的として ECB が銀行から収集・構築するデータセット。貸出主体

の所在国、貸出先の所在地を含むローン単位データで国別地域別の信用リスクやショックの把握を行う。 
54 European Systemic Risk Board, ECB(2026) 
55 前掲注 18 
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を活用・統合して金融機関のポートフォリオ評価を行う手法の開発、取引先と共同あるいは

連携したリスク分析の実施が考えられる。特に地域金融機関においては、中小企業が取り組

みやすい簡素化、標準化されたシート形式のリスク評価手法（リスクファイナンス判断シー

ト56）等を活用することが考えられる。 

 こうした事業拠点や担保資産の地理情報にとどまることなく、政府は、根本的な水害リス

クの分析精度の向上に向けて、気候関連予測・観測データ、事業関連データ、経済影響予測

データ、経営活用データ等広範なデータを創出・提供・利用する一連のプロセス（気候関連

データのアセンブリチェーン）を推進しており57、進展が期待される。 

 

第６章 流域治水への影響 

6-1. 流域治水への転換 

日本では、明治期に、近代的な治水制度が導入され、河川法の制定により基礎的な仕組み

が確立され、治水計画の目標となる流量は既往最大洪水によって決定していた。戦後、水害

が頻発し、既往最大を超える洪水が発生する度に計画見直しとなったことを受けて、効率性

や整備バランスを重視し、発生確率で洪水規模を設定して計画目標を定め、整備が行われる

こととなった。しかしながら、近年、気候変動により洪水発生頻度が今後増加することが想

定されるようになり、治水施設の計画的整備だけでは対応が困難な状況となった。こうした

状況に応じて政府は、2015 年の二つの審議会答申58で洪水浸水区域を想定される最大洪水

規模に充実するとともに、防ぎきれない大洪水は必ず発生するものへと意識を改革し、2020

年の答申59で、流域が一体となって取り組む流域治水への転換を打ち出した。流域治水とは、

流域の関係者全員が参画し、河川区域にとどまらず、氾濫域も含めた流域全体で被害の防

止・軽減から復興まで水害リスクを総合的にマネジメントしようとする取組であり、考え方

である。トップダウンのリスク管理とボトムアップのリスク管理を組み合わせて効果的な

リスク管理を目指すという点では、金融セクターにおける気候リスクへの対応と理念や手

法において共通性が認められる。金融セクターでは、TCFD 提言以降、金融の安定化を目指

してトップダウンとボトムアップの手法を組み合わせて、マクロの視点とミクロの視点か

ら気候変動によるリスク構造を明らかにし、金融システム全体のリスク管理を高度化しよ

うとする取組が行われている。金融セクターが取り扱う水害リスク情報は、流域治水におい

ても有用な情報であり、その活用が期待される。 

 

 
56 2024 年から関東経済産業局が提供。 
57 気候変動リスク・機会の評価等に向けたシナリオ・データ関係機関懇談会（2024）「課題と関係者の今

後の取組への期待」 
58 水災害分野における気候変動適応策のあり方について（2015 年 8 月社会資本整備審議会答申）、大規

模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について（2015 年 12 月社会資本整備審議会答申） 
59 気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について（2020 年 7 月社会資本整備審議会答申） 
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6-2. 金融機関のリスク検知と流域治水への影響 

流域治水の取組は、当局による計画策定と関係者の参画を促す情報提供や啓蒙普及とい

う一方向の取組だけでなく、関係者が主体的にリスクを認識して行動を変容するとともに、

認識したリスクと対策案を治水当局にフィードバックする循環的な取組に深化することで、

より大きな効果が期待される。当局が治水計画の作成過程で行うリスク分析は、洪水の発生

確率と態様、浸水範囲等が中心であり、整備実施の効果分析においては資産や事業活動の被

害予測が行われるが、行政から見たマクロ的な視点にとどまる。それに対し、民間主体が行

う水害リスク分析は、治水計画を前提とした上で、個別視点からのリスクの分析と管理を行

うものである。 

水害リスクへの対応は、住民の場合は主観的なリスク感度に左右されるが、企業において

は事業経営上、投資家や与信元からリスクの客観的な理解と対応が求められ、気候関連情報

開示の普及等に合わせて水害リスクの認識を高めることが期待される。その中で、非金融企

業は、第３章で述べたとおり、自社のリスク分析を行うことが基本であり、また、業種や規

模が多種多様であることから、多くの企業が水害リスクの定量分析を行い、高い水害リスク

の認識を持って流域治水の取組に参加し、ボトムアップの形で地域の水害リスク構造が明

らかになるまでには、治水当局の相当な啓蒙努力と長い期間が必要になると考えられる。一

方で、金融機関は地域の資金の流れとリスク分布を把握している主要な民間主体であり、経

営安定を目的として、自らの水害リスク管理を高度化させ、信用リスクを管理する過程にお

いて、資金配分機能等を通じて、取引先による主体的な水害リスク管理の強化と開示を推進

する動機を有している。損害保険会社が既にリスク意識の高い取引先との保険契約の範囲

で地域の災害リスク構造の影響を受けるのに比べ、銀行は取引先の災害リスク意識の有無

に関係なく信用リスクに含まれる水害リスクを通じて地域の災害リスク構造の影響を受け

る立場にあり、リスク対応を軽視していた取引先がリスク意識を高め対応行動をとること

になれば銀行も自らのリスク管理においてそのメリットを享受することになる。水害リス

ク意識を高め、流域治水に積極的に参加することは、住民、企業それぞれに要請されること

ではあるが、その機能や動機、先導的な影響を勘案すると、銀行が自らの水害リスク管理の

強化を図ることは、流域治水の取組に他の民間セクターよりも相対的に大きな効果をもた

らすことが想定される。ただし、銀行がポートフォリオと地理情報を結合させて粒度の高い

リスク分析を行うには費用対効果という壁が存在する60。さらに、銀行が保有する地域の水

害リスク情報は流域治水には有用であるが、銀行や取引先の経営情報でもあるため、公開に

なじまない部分も含まれており、情報の開示や当局とのコミュニケーションにおける、情報

提供や活用の方法について検討が必要である。銀行が保有する水害リスク情報の有用性を

活用しつつも、流域治水の関係者は銀行だけではなく、保険会社、非金融企業も多様な水害

リスク情報を保有していることから、流域治水をさらに積極的に推進していくためには、こ

 
60 第５章で述べたように、気候リスク（水害リスク）評価の精緻化や地震への暴露分布の把握と併せて考

慮することで、地理情報との照合が検討されることを期待する。 
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れらのリスク情報を集積し、組み合わせも含めて広く活用し、地域のどこに水害リスクに対

する脆弱性が分布しているのか民間主体の情報を当局に共有し、リスク情報として最大限

活用していくことが重要である。このため、治水当局は地域において積極的な啓蒙を行うこ

とが求められ、住民や企業も自らの問題として水害リスク意識を高め、流域治水に参加する

ことが期待される。 

銀行側から見た水害リスク管理としても、第４章で述べたリスクの管理方法については、

ポートフォリオ管理による引受や保険による移転のほか、適応として、取引先の水害リスク

意識を高め、災害対策資金融資の提供や BCP 策定・防水対策強化・保険加入等の働きかけ

を行うことに加え、保有する水害リスク情報を活用して流域治水の施策を強化し、地域の水

害リスクを軽減、管理強化することが効果の高い適応策と考えられる。想定浸水深等のハザ

ード情報には治水整備状況が反映されているため、将来の治水計画案を織り込んだハザー

ド情報が提供されれば、各銀行は、水害リスク分析を通じて、地域の暴露状況や自らの信用

リスクに対する当該計画案の影響を把握することが可能となり、影響の内容を勘案するこ

とで当該治水計画案の効果や問題点を発見することが想定される。また、将来的にデータの

粒度の高まりや分析の精度向上により、資産の用途・構造別や企業の事業態様別の暴露状況

やリスク分析が可能になれば、建築規制、土地利用対策といった多様な水害対策の施策設計

においても同様の効果が期待される。これらの影響や効果は原則として金銭評価であるた

め、複数施策の優先順位、代替案の検討を行う際に、共通尺度で比較考量が可能となり61、

流域治水に対する議論を深め、取組全体がより効果的で効率的なものとなると考えられる。 

 

6-3. 銀行が水害リスク管理の高度化に取り組むインセンティブの全体像 

金融機関、とりわけ銀行が水害リスク分析の高度化に取り組み、流域治水において期待さ

れる機能を発揮するためには、社会的責任や制度的強制力のみに期待するのではなく、それ

らと合わせて自ら取り組むインセンティブが銀行に作用する構造が必要である。こうした

インセンティブの第一として、信用リスク管理上の経済的利益が考えられる。水害リスクは、

担保価値の毀損や借入人の事業停止・収益悪化を通じて PD や LGD に影響する信用リスク

のドライバーである。このため、気候変動の影響が顕在化する将来だけでなく、不確実性の

限定される現在においてポートフォリオに内在する水害リスクを精緻に把握することは、

貸倒引当金の適正化、リスク調整後収益の確保、資本配分の最適化等に資する合理的行動と

なり得る。実際、欧米では災害リスクの高い地域では貸倒引当金の増加や金利スプレッドへ

の反映が観察されており、リスクの認識と適切な管理が収益・健全性双方の観点から要請さ

れる。 

第二に、リスクを検知する主体としての銀行の特性がインセンティブにつながる。銀行は

 
61 提供されるリスク情報は財産被害の範囲に限定されるが、それ以外に治水施策の重要な目的として人的

被害の防止が挙げられる。ただし、推定の困難性から河川事業の費用便益分析においても便益評価は行わ

れていない。 
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広範な取引先に対する与信関係を通じて、資産立地や担保情報を含む高粒度の暴露情報に

アクセスし、水害リスク分布を把握し得る立場にある。この過程で得られるリスク情報は、

与信判断や顧客エンゲージメントに活用されるとともに、取引先のリスク管理行動を変容

させリスクを軽減させる外部性を有する。すなわち、銀行のリスク評価が顧客の防災投資や

保険加入、BCP 策定を促進し、その結果として銀行自身の信用リスクも低減するという自

己利益と外部利益が一致する構造が存在する。 

第三に、気候関連情報開示の枠組みが行動化のインセンティブとして機能する。TCFD 提

言や SSBJ 基準の下で、金融機関には気候関連リスクの管理と開示が求められ、シナリオ分

析やストレステストの実施が進展している。これらの取組による中長期的な金融システム

の安定維持は各金融機関にとってのメリットであるとともに、その実現に向けて気候リス

ク評価の精度向上に貢献することが金融機関に対する実務的な要請となる。また、NGFS の

短期シナリオの公表は、従来の長期的・不確実性の高い分析を補完し、実務的利用への適用

可能性を高めており、分析結果の経営における活用を促すことが想定される。  

第四に、地域経済との関係性を背景とした公共的インセンティブが存在する。特に地域金

融機関は貸出先の地理的集中により水害リスクの影響を強く受けるため、流域単位でのリ

スク低減が自らのポートフォリオ安定性に直結する。このため、取引先への防災投資支援や

リスク情報の提供を通じ、地域全体の水害レジリエンス向上に関与する動機を有する。銀行

が保有するリスク情報は流域治水においても有用であり、治水当局との情報共有を通じて

公共的リスク管理に貢献することは、間接的に自らの信用リスク低減にも寄与する。 

以上より、銀行の水害リスク分析の高度化は、①信用リスク管理の高度化による経済的利

益追求、②リスク評価の外部性を通じた自己利益の拡大、③開示に関する制度的要請と金融

安定への貢献、④地域の水害レジリエンス向上という公共的利益を通じたメリット、という

複合的なインセンティブにより支えられている。このような私的利益と公共利益の共存性

が銀行による水害リスク管理の特性の一つであり、その役割と機能の発揮が期待される。 

 

おわりに ―地域社会の災害レジリエンス強化と課題― 

1. 現在時点の水害リスク管理の強化 

不動産取引時におけるハザードマップ情報の説明義務化は、地価に負の影響を与えるこ

とが考えられる。ハザードマップ自体は従前から存在しており、客観的なリスクやその公示

が変化するわけではなく、取引時の説明義務化によって、公示内容が個別経済主体に主観的

により強く認識されるようになることが考えられる。リスク情報や伝達の充実により、民間

主体の主観的なリスク認識が客観的なリスク情報に近接していく。こうした正確なリスク

の織り込みによる市場の変化を受けて、金融機関も自らのリスク管理を高度化させていく

ことが求められる。これまで銀行は、リスクドライバーの一つである水害リスクを特別に取

り出して分析はしてこなかったが、気候リスクが金融安定の脅威として認識され、TCFD 提

言を受けて気候関連情報開示に取り組むことが求められている。国際的な組織が主導する
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枠組みの下で、日本でも金融庁や日本銀行が取組を推進し、個別の銀行も気候関連情報開示

に積極的に取り組んでいる。ただし、現段階においては、長期将来にわたる分析という不確

実性、分析技術やデータの不備による分析精度の限界等の課題から、水害リスクを含めた気

候リスクを既存のリスク管理に統合することは困難と判断されている。第１章でも述べた

が、日本において金融における水害リスクの分析技術と開示の状況は一定の水準に達して

いると評価されており、金融当局は早急な課題解決ではなく、現行運用の継続と金融機関に

よる自主的な改善を期待する姿勢を示している。金融における気候関連の物理的リスク管

理は当面、現状の運用が継続されることが想定される。取組の契機となった TCFD 提言に

おいても、気候変動の影響の測定は困難であり、気候リスク分析の方法論や技術の開発段階

であることを認めている。しかしながら、第５章で述べたとおり、現在取り組まれている気

候関連情報開示や気候ストレステストにおいても、水害リスクに関する有用な情報が含ま

れている。将来の気候リスクへの対応の枠組みと並行して、現在時点や短期の時間軸に絞っ

た有用なリスク情報の精度向上と有効活用を図っていくことは、地域社会の水害に対する

レジリエンス強化に大きな効果があるものと考える。すなわち、地域の水害リスクを正しく

把握することを出発点とし、被害の予防、軽減、復旧というリスクマネジメントによって水

害が発生しても経済・社会活動が継続される地域のリスク対応力の強化につながるものと

考える。本稿では、リスク分析の精度向上に向けた方向性としてポートフォリオに対する地

理情報の紐付けの必要性を指摘した。今後、検討を深めていく点として以下のことが考えら

れる。 

 

①リスク集中の管理 

地理情報の紐付けにより水害リスク暴露の地理的分布の把握が可能となる。水害リスク

の特性を踏まえ、どの程度の地域的広がりの単位で暴露管理を行うのか実用的な方法論の

構築が求められる。 

 

②対象拠点の範囲拡大・属性情報の付加 

取引先の事業拠点や担保資産のジオコーディングを行うことになるが、最初から全拠点

を対象とするのではなく、リスク管理の重要性の観点からスクリーニングを行い、主要な拠

点から着手することが効率的である。ジオコーディングの次の段階として、拠点の構造や階

数など属性情報を地理情報に関連付けしていくことが考えられる。これらの手順と方法論

が求められる。また、気候関連情報開示による水害リスクの適正価格付けの実現への貢献を

考慮すると、取引先が行う水害リスク分析や拠点情報との整合性が図られることが望まし

い。 

 

③ハザード暴露情報の信用リスク変換 

水害リスクへの暴露の地理的分布が把握されれば、次の段階として、これを信用リスクに
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変換することが考えられる。水害統計や分析例で得られた係数を代理変数として利用する

ことから始め、分析技術や調査研究の進展、利用できるデータの充実に合わせて被害関数、

PD・LGD 等への変換モデルの構築等を通じて分析の精緻化を図ることが求められる。 

 

④被害実績モニタリング 

水害リスク分析の精度向上と将来に向けた気候リスク管理という視点から、災害による

被害実績とそれに起因する信用リスク実績をモニタリングすることが必要である。 

 

2. 流域治水の推進 

銀行の取組の影響を受けて金融機関以外の関係者も行動が変化することが期待される。

経済活動や市場がリスクを反映したものへと変わっていくことで、リスク感度が高まり、流

域治水の取組への参加動機が強まることが想定される。金融機関が保有する地理的・資産別

のリスク情報が、企業や自治体、住民といった流域関係者のリスク感度を高め、主体的な防

災投資や事業継続対応の促進を通じて、流域治水への参加を誘発する。この過程においては、

マクロ的なリスク分布や将来シナリオを把握するトップダウン型の分析と、個別資産・地点

レベルの被害特性や対策効果を精緻に評価するボトムアップ型の分析が相互補完的に機能

することが重要である。さらに、予防（立地選択や土地利用管理）、軽減（治水整備や建物

浸水対策）、復旧（資金供給や保険機能）といった各段階の対策が、これらの分析を基盤と

して統合的に講じられることで、リスク低減効果は相乗的に高まる。金融機関のリスク管理

と流域治水施策が連関し、官民の情報と行動が連動することで、地域全体の水害レジリエン

スが一層強化される構造が形成される。また、正確なリスク情報が共有されることで、具体

的な計画や施策の合意形成の手続きが円滑化するとともに、政策内容についても、公的なリ

スク負担や財政支援の具体的な根拠が提供されることにより、建設的な議論が行われ、合理

的な結論が得られる環境が整備されることが期待される。流域治水の推進に向けて検討す

る点として以下のことが考えられる。 

 

①銀行保有情報の活用 

水害リスク評価の取得情報や評価結果には経営情報が含まれるため、治水当局と共有す

る情報内容や共有方法の検討が必要である。統計処理された情報や評価結果に基づく治水

計画に対する銀行の見解や要請を提供することが考えられる。 

 

②銀行の流域治水への貢献によるメリットの可視化 

銀行の保有する水害リスク情報を流域治水に活用する取組を推進するためには、そのメ

リットの可視化が有用であり、流域治水における施策の効率化、地域のレジリエンスの変化、

銀行の信用リスク管理への影響等について、ケーススタディや実証的な分析による定性評

価、定量評価を行うことが考えられる。 
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3. 他の災害ハザード情報との接続 

水害リスクの分析と管理の高度化に向けてジオコーディングが進展すれば、水害以外の

自然災害リスクにも広く影響が及ぶと考えられる。地理データベースが整備されれば、地震、

津波、噴火といった巨大災害のハザード情報と組み合わせることにより、金融機関は水害リ

スクと同様にこれらのリスクに対する暴露の地理的分布を把握し、対処が可能となる。こう

したことが地域のリスクを可視化し、関係者の行動変容に影響を与え、災害被害の予防、軽

減、復旧という地域の災害リスクマネジメント力を高め、広く自然災害に対する社会のレジ

リエンス強化につながる可能性がある。他の災害のハザード情報の利用に関し、検討を深め

る点として以下のことが考えられる。 

 

①ハザード情報の整備 

地震については、国の地震調査研究推進本部が全国地震動予測地図を作成し、これを基に

して科学技術研究所がウェブ上で、全国の地点について 30 年間等の一定期間内に特定強度

以上の揺れに見舞われる確率を示した確率論的地震動予想地図等を提供している。一定の

技術水準により作成され全国横断的に提供されており、一般利用のアクセス性も高く、充実

した情報提供が行われている。これらの情報をポートフォリオの地震リスク評価に利用し

ていくことが考えられるが、さらに、予測精度の向上、30 年よりも短い期間での確率情報

の作成、地盤情報の充実等、情報の充実が期待される。 

地震以外についても、高潮、津波、土砂災害、火山災害等、日本では災害ハザード情報の

提供が行われているが、発生確率の情報提供等の充実が期待される。複数種類の災害ハザー

ド情報の充実に合わせ、災害の複合発生によるリスク評価の方法論について検討が期待さ

れる。 

 

②リスク管理方法 

災害ハザード情報は充実の方向にあるが、現時点では信用リスク評価に統合できる水準

には至っていないため、暴露の地理的分布を把握し、経営と関連付けつつ、リスク集中の評

価、管理を行う方法論の探求が必要である。また、ハザードへの暴露を信用リスクに変換す

るためには、損害関数が必要であり、災害の種類に応じて担保や拠点の属性情報の取得が必

要となる。属性情報も段階的な収集が想定され、ハザード情報の充実に合わせたリスク評価

の段階的な進化が期待される。 
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